
（様式２）

所管課名 労働雇用課 整理番号 5-2-1

処分の種類

根拠法令条例等・
条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合は
その理由）

基準の制定根拠

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）
（改善計画の変更等）
第五条　前条第一項の認定を受けた事業協同組合等（以下「認定組合等」という。）又は
中小企業者（以下「認定中小企業者」という。）は、当該認定に係る改善計画を変更しよう
とするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなけれ
ばならない。
２　都道府県知事は、前条第一項の認定に係る改善計画（前項の規定による変更の認定
があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。）が同条第三項各号に掲げ
る要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定
中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を
取り消すことができる。
３　前条第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項の規定は同条第二項第五
号に掲げる事項に変更のある改善計画（同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含
む。）について第一項の認定をしようとするときについて準用する。

―

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

改善計画の認定の取消

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改
善の促進に関する法律第５条第２項

改善計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定
計画」という。）が第四条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は
認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を
実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる


